
         
 

｢

老
後
の
あ
ん
し
ん｣

は
何
歳
か
ら
？ 

老
齢
基
礎
年
金
は
、
保
険
料
を
納
め

た
期
間
な
ど
の
受
給
資
格
期
間
が
25

年
以
上
あ
る
人
が
、
65
歳
か
ら
受
け
ら

れ
る
年
金
で
す
。
20
歳
か
ら
60
歳
に
な

る
ま
で
の
年
間
保
険
料
を
納
め
た
人
は

満
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

厚
生
年
金
に
加
入
し
た
期
間
の
あ
る

人
は
、
老
齢
厚
生
年
金
も
受
給
で
き
ま

す
。 

 受
給
す
る
た
め
の
要
件 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に

は
、
少
な
く
と
も
25
年
以
上
の
受
給
資

格
期
間
が
必
要
で
す
。
受
給
資
格
期
間

に
は
次
の
よ
う
な
期
間
が
含
ま
れ
ま
す
。 

 
 

 

① 

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間 

② 

第
２
号
被
保
険
者
期
間 

③ 

第
３
号
被
保
険
者
期
間 

④ 

保
険
料
の
免
除
期
間 

⑤ 

昭
和

36
年
４
月
か
ら
昭
和

61
年

３
月
ま
で
の
厚
生
年
金
な
ど
の
加

入
期
間 

⑥ 

任
意
加
入
期
間
や
カ
ラ
期
間 

 

カ
ラ
期
間 

カ
ラ
期
間
と
は
、
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
受
給
資
格
期
間
と
し

て
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
左
記
の
よ
う

な
期
間
の
こ
と
で
す
。 

 

○
会
社
員
・
公
務
員
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
が
国
民
年
金
に
任
意
加
入

し
な
か
っ
た
期
間
（
昭
和
61
年
３
月

ま
で
の
期
間
） 

○
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
な
か
っ
た

学
生
の
期
間
（
平
成
３
年
３
月
ま
で

の
期
間
） 

○
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
と
学
生
納
付

特
例
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
な
か
っ

た
期
間
（
追
納
し
な
か
っ
た
場
合
）

な
ど 

        

受
給
資
格
期
間
が
短
く
な
る
人 

 

年
金
制
度
が
発
足
し
た
と
き
の
年
齢

な
ど
か
ら
、
き
ち
ん
と
保
険
料
を
納
め

て
も

25
年
の
受
給
資
格
期
間
を
満
た

せ
な
い
人
に
は
、
期
間
を
短
縮
す
る
特

例
が
あ
り
ま
す
。 

○
昭
和
５
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人 

○
昭
和

26
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
厚
生
年
金
加
入
の
人 

○
昭
和

31
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
厚
生
年
金
ま
た
は
共
済
組
合
加

入
の
人 

右
記
に
該
当
す
る
人
は
旭
川
年
金
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

年
金
額
は
い
く
ら
に
な
る
？ 

 

老
齢
基
礎
年
金
の
額
は
、
保
険
料
を

納
め
た
期
間
な
ど
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。 

 

老
齢
基
礎
年
金
額
（
年
額
） 

○
78
万
６
＊
５
０
０
円 

※
特
例
水
準
の
解
消
に
よ
り
、
平
成
25
年
10

月
か
ら
年
金
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。 

  

こ
れ
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま

で
の

40
年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合

の
満
額
で
す
。
40
年
に
満
た
な
い
と
き

は
減
額
さ
れ
ま
す
。
計
算
式
は
下
記
の

と
お
り
で
す
。 

                 

※
基
礎
年
金
の
給
付
に
必
要
な
費
用
に

つ
い
て
は
、
一
部
を
国
庫
が
負
担
し
て

い
ま
す
。
右
記
の
計
算
式
は
国
庫
負
担

が
２
分
の
１
の
場
合
で
す
。
平
成
20

年
度
以
前
の
免
除
期
間
に
つ
い
て
は
、

国
庫
負
担
３
分
の
１
と
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２
） 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 


